
西 
 

綾 
 

瀬 
 

町 
 

会 
 

会 
 

則 

第 

一 

章 
 

総 
 
 

則 

第
一
条  

 
本
会
は
西
綾
瀬
町
会
と
称
し
、
事
務
所
を
会
長
宅
に
置
く
。 

第
二
条  

 

本
会
は
西
綾
瀬
一
、
二
、
三
、
四
丁
目
（
旧
五
反
野
東
町
会
）
の
居
住
者
及
び
事
務
所
の
代
表
を
以
っ
て
組
織
す
る
。 

 
 

前
項
に
該
当
し
な
い
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
等
に
あ
っ
て
は
、
本
会
の
事
業
を
賛
助
す
る
た
め
賛
助
会
員
と 

 
 

な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
議
決
権
は
有
さ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 

二 
章 

 

目 

的 

と 

事 

業 

第
三
条  

 

本
会
は
民
主
的
な
運
営
の
も
と
に
、
自
治
生
活
の
向
上
、
並
び
に
会
員
相
互
の
親
睦
を
深
め
、
そ
の
発
展
を
計
る
を 

 
 

 
 

目
的
と
す
る
。 

第
四
条  

 

本
会
は
前
条
の
目
的
達
成
の
た
め
、
左
の
事
業
を
行
う
。 

一
、
防
犯
、
防
火
に
関
す
る
事
業 

二
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
事
業 

三
、
会
員
の
文
化
向
上
、
並
び
に
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
事
業 

四
、
婦
人
生
活
向
上
に
関
す
る
事
業 

五
、
交
通
安
全
に
関
す
る
事
業 

六
、
会
員
相
互
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
業 

七
、
慶
弔
、
祭
事
等
関
す
る
事
業 

八
、
環
境
浄
化
保
全
に
関
す
る
事
業 

九
、
そ
の
他
、
前
条
の
目
的
達
成
の
た
め
の
附
帯
事
業 

第 

三 

章 
 

役 
 
 

員 

第
五
条  

 

本
会
に
左
の
役
員
を
置
く
。 

 
 

一
、
会 

長 
 
 
 
 

一 

名 

 
 

二
、
副
会
長 

 
 
 
 

若
干
名 

 
 

三
、
会 

計 
 
 
 
 

二 

名 

 
 

四
、
会
計
監
査 

 
 
 

二 

名 

 
 

五
、
常
任
理
事 

 
 
 

若
干
名 

 
 

六
、
理
事
（
含
班
長
） 

若
干
名 

 
 

七
、
顧
問
、
相
談
役 

 

若
干
名 

第
六
条 

 

本
会
の
役
員
は
、
左
の
方
法
に
よ
り
選
出
す
る
。 

一
、
会
長
、
副
会
長
、
会
計
監
査
は
、
総
会
に
於
い
て
会
員
中
よ
り
選
任
す
る
。 

二
、
理
事
は
、
各
班
ご
と
に
会
員
中
よ
り
選
任
す
る
。 

三
、
会
計
及
び
常
任
理
事
は
、
選
任
さ
れ
た
る
理
事
中
よ
り
、
理
事
会
に
計
り
会
長
が
委
嘱
す
る
。 

四
、
班
長
は
、
各
班
ご
と
に
理
事
の
中
よ
り
選
出
す
る
。 

五
、
各
班
よ
り
選
出
さ
れ
た
理
事
以
外
に
、
班
長
は
推
薦
理
事
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

六
、
顧
問
、
相
談
役
は
、
理
事
会
に
計
り
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。 

第
七
条 

 

役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。 

第
八
条 

 

役
員
の
任
期
期
間
中
、
事
故
あ
り
た
る
時
は
理
事
会
に
計
り
、
会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
補
充
す
る
。
但
し
、
任
期
は
残
任

期
間
と
す
る 

第
九
条 

 

役
員
の
任
務 

一
、
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
括
し
、
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
代
行
す
る
。 

二
、
会
計
は
会
費
そ
の
他
の
出
納
事
務
を
担
当
し
、
会
計
監
査
は
、
会
費
そ
の
他
の
出
納
事
務
を
監
査
し
会
計
報
告
を



審
査
す
る
。 

三
、
常
任
理
事
（
各
部
部
長
以
上
の
役
員
）
は
、
会
務
を
協
議
し
理
事
会
に
提
議
す
る
。 

四
、
理
事
は
、
本
会
運
営
の
た
め
の
会
務
を
処
理
す
る
。 

五
、
各
部
部
長
は
、
担
当
部
門
の
運
営
を
計
る
。 

六
、
各
班
班
長
は
、
担
当
地
区
の
連
絡
及
び
運
営
の
円
滑
化
を
計
る
。 

七
、
顧
問
、
相
談
役
は
、
会
長
の
諮
問
に
応
じ
る
。 

 
 
 

第 
四 

章 
 

運 

営 

組 

織 

第
十
条 

 

本
会
は
、
会
務
の
運
営
及
び
事
業
の
発
展
の
た
め
、
左
の
部
門
を
設
け
、
各
部
は
各
々
部
会
を
開
い
て
部
の
運
営
に
当

た
る
。 

一
、
総 

務 

部 

二
、
防 

犯 

部 

三
、
防 

火 

部 

四
、
環
境
衛
生
部 

五
、
文
化
厚
生
部 

六
、
交
通
安
全
部 

七
、
青 

年 

部 

八
、
婦 

人 

部 

第
十
一
条 

本
会
の
区
域
を
班
に
分
け
、
各
班
ご
と
に
組
長
を
置
き
、
担
当
区
域
の
運
営
に
当
た
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 

五 

章 
 

会 
 

議 

第
十
二
条 

本
会
の
会
議
は
、
総
会
、
常
任
理
事
会
、
部
会
と
す
る
。 

第
十
三
条 

理
事
会
以
上
の
会
議
は
、
会
長
こ
れ
を
招
集
し
、
部
会
は
、
部
長
こ
れ
を
招
集
す
る
。 

第
十
四
条 

会
員
の
３
分
の
１
以
上
の
要
望
あ
る
と
き
、
又
は
理
事
会
に
於
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
た
る
時
は
、
臨
時
総
会
を
開
く

こ
と
が
出
来
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 

六 

章 
 

経 

費 

及 

び 

会 

計 

第
十
五
条 

本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

第
十
六
条 

本
会
会
員
は
、
本
会
の
運
営
、
事
業
達
成
の
た
め
、
町
会
費
を
拠
出
す
る
。 

第
十
七
条 

本
会
の
会
計
年
度
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
末
日
に
終
わ
り
、
予
算
及
び
決
算
の
収
支
を
会
員
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 

七 

章 
 

附 
 

則 

第
十
八
条 

本
会
則
は
総
会
の
３
分
の
２
以
上
の
、
出
席
者
の
議
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
変
更
で
き
な
い
。 

第
十
九
条 

本
会
則
は
昭
和
四
十
五
年
七
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 

第
二
十
条 

本
会
の
改
正
事
項
及
び
内
規
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

一
、
部
の
運
営
の
円
滑
を
計
る
た
め
、
各
部
毎
に
部
則
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
二
十
二
日
、
第
四
章 

運
営
組
織
一
部
改
正
。 

三
、
平
成
元
年
四
月
二
十
九
日 

第
六
章 

経
費
及
び
会
計
一
部
改
正
。 

四
、
会
員
死
亡
に
よ
る
弔
慰
金
は
五
千
円
と
す
る
。 

五
、
火
災
、
そ
の
他
見
舞
金
に
つ
い
て
は
適
宜
協
議
し
て
決
定
す
る
。 

六
、
平
成
八
年
四
月
二
十
七
日 

第
６
章 

経
費
及
び
会
計
一
部
改
正
。 

七
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
七
日 

環
境
調
査
部
及
び
保
健
衛
生
部
を
統
合
し
環
境
衛
生
部
と
す
る
。 

八
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
四
日 

第
四
章 

青
年
部
発
足
。 

九
、
令
和
五
年
五
月
二
十
一
日 

第
一
章
の
一
部
改
正
。 

 


